
令和6年度から、森林環境税（国税）1,000円が市民税・県民税と併せて賦課徴収されており、

実際は5,500円徴収されます。

1,500

※
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配当控除額 配当所得の金額 下表の控除率＝ ×

利益の配当等

外貨建等証券投資信託

1.2％1.6％

0.6％0.8％

0.6％0.8％

0.3％0.4％

0.3％0.4％

0.15％0.2％

調整控除 (百円未満切捨て)

12 （申告書の　＋　＋　）23 24 25

平成19年度から県民税に「いしかわ森林環境税（年額500円）」が導入され、令和8年度まで

の延長が決定されています。

4, 5 00 3,000



◎ マイナンバーカード又は通知カード及び運転免許証等の身分証明書

源泉徴収票・支払調書（原本、コピー可）

契約書（金額、譲渡時期、譲渡物件がわかるもの）、収用証明書

支払証明書、領収書

支払った掛金の証明書

支払保険料控除の証明書

受領書

給与所得者で年末調整を受けている場合は源泉徴収票に含まれている控除についての証明書等の添付又
は提示は必要ありません。

※

【医療費控除】
医療費控除の明細書、医療費通知（加入している医療保険者か
ら送られてくる通知で、①被保険者の氏名、②療養を受けた年月、
③療養を受けた者の氏名、④療養を受けた病院、診療所、薬局
その他の者の名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥
保険者の名称、以上の6つの事項がすべて記載されていること）

【セルフメディケーション税制】
セルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行った証明書
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災害関連支出等の領収書及び損害を受けた資産の明細書（売
買契約書等）、　盗難又は災害、火災の証明書　（り災証明書）、損
害保険金等の内容がわかるもの等

収入内訳書又は収入金額及び必要経費のわかる帳簿や明細
書等（事前に作成し、ご持参ください。）


